
＜月次報告様式（新様式　令和５年４月～）＞
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1 R6.11.22 R7.1.7

私立学校教育助成金調査表（A表）「２事
業活動収支計算書（令和５年度決算）」
「３貸借対照表（令和５年度）」（学校
法人○○ほか180法人）

362 1 1

【東京都情報公開条例第7条第3号】
開示により法人の収入・支出の状況や財産状況を相当程度具体
的に把握することが可能となり、法人の競争上又は事業運営上
の地位その他社会的地位が損なわれると認められる。

生活文化スポー
ツ局私学部私学
行政課

2 R7.1.6 R7.1.7
令和６年度定期購読図書類一覧（生活文
化スポーツ局）

1 1
生活文化スポー
ツ局総務部総務
課

3 R7.1.5 R7.1.17

特定非営利活動法人○○の平成○○年度
～令和○○年度 事業報告書、 活動計算
書、貸借対照表、 計算書類の注記、財産
目録、履歴事項全部証明書、閉鎖事項全
部証明書

22 1
生活文化スポー
ツ局都民生活部
管理法人課

4 R7.1.5 R7.1.17

特定非営利活動法人○○の平成○○年度
～令和○○年度 年間役員名簿、社員名簿
（社員のうち10人以上の者の名簿）、 特
定非営利活動法人解散届出書、令和○○
年収受清算結了届出書、NPO法人「清算結
了届出書」チェックリスト

9 1 1 1

【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で特定の個人を識別できるため
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、偽造等の犯罪の予防に支障を及ぼすため

生活文化スポー
ツ局都民生活部
管理法人課

5 R7.1.5 R7.1.17
特定非営利活動法人○○の令和○○年度
事業報告書類

1
請求に係る公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず、
存在しない。

生活文化スポー
ツ局都民生活部
管理法人課

6 R6.12.13 R7.1.21
○○の宗教法人設立に係る
・解散命令請求に係る文書

34 1
生活文化スポー
ツ局都民生活部
管理法人課

7 R6.12.13 R7.1.21
○○の宗教法人設立に係る
・認証申請、審査、認証に関する一連の
書類

122 1 1 1 1

【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができ、公にす
ることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。ま
た、特定の個人を識別することはできないが、公にすることに
より、個人の権利利益を害する恐れがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第3号】
賃貸不動産に関する情報であり、公にすることにより、現在の
所有者の事業活動に支障を及ぼすおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
印影を開示することとなると、偽造等による犯罪の予防に支障
を及ぼすおそれがあるため。

生活文化スポー
ツ局都民生活部
管理法人課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

8 R7.1.17 R7.1.31

（１）５生安総第67号起案（電動キック
ボードの安全利用普及啓発に関する協定
の締結について）
（２）６生安総第88号起案（「電動キッ
クボードの安全利用普及啓発に関する協
定書」別記の一部変更について）
（３）令和６年４月23日付６生安総第88
号「「電動キックボードの安全利用普及
啓発に関する協定書」の別記について」
（４）令和６年４月24日付「承諾書」

11 1
生活文化スポー
ツ局都民安全推
進部総合推進課

9 R7.1.17 R7.1.31
（５）令和５年４月11日付「電動キック
ボードの安全利用普及啓発に関する協定
書」

1 1 1

【東京都情報公開条例第7条第4号】
印影を公にすることにより、法人印の偽造等の当該法人の秩序
の維持に支障を及ぼすおそれがあることから東京都情報公開条
例（平成11年東京都条例第５号）第７条第４号に該当するた
め。

生活文化スポー
ツ局都民安全推
進部総合推進課

10 R7.1.17 R7.1.31
（６）東京都と同協議会又はそれを構成
する事業者との間の電動キックボード事
業に関する契約書

1
生活文化スポー
ツ局都民安全推
進部総合推進課


